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規 則

　機構改正に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。
　　令和５年５月31日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道規則第54号
　　　機構改正に伴う関係規則の整備に関する規則
　（北海道職員倫理規則の一部改正）
第 １条　北海道職員倫理規則（平成12年北海道規則第158号）の一部を次のように改正す
る。
　 　別表第１中第８号を削り、第９号を第８号とし、同表第10号中「新型コロナウイルス感
染症対策監」を「感染症対策監」に改め、同号を同表第９号とし、同表第11号中「少子高
齢化対策監」を「子ども応援社会推進監」に改め、同号を同表第10号とし、同表中第12号
を第11号とし、第13号を第12号とし、同号の次に次の１号を加える。

　　13　ゼロカーボン推進監
　（北海道青少年健全育成条例施行規則の一部改正）
第 ２条　北海道青少年健全育成条例施行規則（昭和30年北海道規則第28号）の一部を次のよ
うに改正する。

　　第11条第１項中「環境生活部」を「保健福祉部」に改める。
　（北海道下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正）
第 ３条　北海道下水道事業の財務に関する特例を定める規則（令和２年北海道規則第36号）
の一部を次のように改正する。

　 　第２条中第４号及び第５号を削り、第６号を第４号とし、第７号から第14号までを２号
ずつ繰り上げる。

　 　第４条第１項中「、部局及び地方公所」を「及び部局」に改め、同条第２項中「、部局
長及び地方公所長」を「及び部局長」に改める。

　 　第５条第１項中「、部局及び地方公所」を「及び部局」に改め、同条第３項中「、部局
長又は地方公所長」を「又は部局長」に改める。

　　第６条第１項中「、部局及び地方公所」を「及び部局」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第８号
本　　　　　庁
出　先　機　関

　北海道文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年５月31日

北海道知事　鈴　木　直　道
　　　北海道文書管理規程の一部を改正する訓令
　北海道文書管理規程（平成10年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　別表の付表中
「
教育・法人局学事課 学　　事  を教育・法人局総合教育推進課 総　　教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
教育・法人局学事課 学　　事  に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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「
官民連携推進室 官　　民  を政策局 政　　策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
政策局 政　　策  に、官民連携推進局 官　　民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
自然環境局野生動物対策課 野　　生

 をゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 ゼ　　戦
ゼロカーボン推進局気候変動対策課 気　　候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
自然環境局野生動物対策課 野　　生  に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
高齢者支援局高齢者保健福祉課 高　　福  を子ども未来推進局子ども子育て支援課 子 ど も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
福祉局高齢者保健福祉課 高　　福

 に、子ども政策局子ども政策企画課 子　　政
子ども政策局子ども家庭支援課 子　　家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
観光局観光振興課 観　　光  を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
観光局観光振興課 観　　光

 に、ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 ゼ　　戦
ゼロカーボン推進局地球温暖化対策課 温　　対
ゼロカーボン推進局ゼロカーボン産業課 ゼ　　産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
産業振興局産業振興課 産　　振  を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
産業振興局産業振興課 産　　振  に、「環境・産業振興局スタートアップ推進室 ス タ 推

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
エネルギー局環境・エネルギー課」を「資源エネルギー局資源エネルギー課」に、 「環 エ
ネ」を「資 エ ネ」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年６月１日から施行する。

北海道訓令第９号

本　　　　　庁
出　先　機　関

　機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。
　　令和５年５月31日

北海道知事　鈴　木　直　道
　　　機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令
　（北海道自家用電気工作物保安規程の一部改正）
第 １条　北海道自家用電気工作物保安規程（昭和42年北海道訓令第20号）の一部を次のよう
に改正する。

　　　　　　　「
次世代社会戦略局
ICT推進担当局長

　　「
次世代社会戦略局
デジタル化推進担当局長　　別表第１中　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　」
　（北海道消防関係職員服制の一部改正）
第 ２条　北海道消防関係職員服制（昭和40年北海道訓令第52号）の一部を次のように改正す
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「総合振興局地域創生部地域政策課
　　

別表第１胸章の事項、袖章の事項及び帽帯の事項中
　振興局地域創生部地域政策課長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合振興局地域創生部地域政策課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振興局地域創生部地域政策課主幹
　長　　　「総合振興局地域創生部危機対策室長　　　　　　　　　　　
　　　　

を
　振興局地域創生部危機対策室長　　　　

に、
「総合振興局地域創生部地域政策課

　主幹　　　総合振興局地域創生部危機対策室主幹　　　　振興局地域創生部地域政策課係
　　　」　　振興局地域創生部危機対策室主幹　　」　　　　　　　　　
　係長及び主査　　「総合振興局地域創生部危機対策室主査　　　
　長及び主査　」

を
　振興局地域創生部危機対策室主査　　　　　」

に改める。

　　　附　則
　この訓令は、令和５年６月１日から施行する。

北海道訓令第10号
本　　　　　庁
出　先　機　関

　北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年５月31日

北海道知事　鈴　木　直　道
　　　北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令
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　北海道事務決裁規程（昭和41年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
　第４条の２中「、ゼロカーボン推進監」を削り、「新型コロナウイルス感染症対策監、少
子高齢化対策監」を「感染症対策監、子ども応援社会推進監」に改め、「食産業振興監」の
次に「、ゼロカーボン推進監」を加える。
　別表第４の総合振興局等の本庁環境生活部の分掌事項第28項を削り、同表の総合振興局等
の本庁保健福祉部の分掌事項に次の１項を加える。
　24　北海道青少年健全育成条例（昭和30年北海道条例第17号）の施行に関する事務
　　⑴　第24条第１項の規定に基づき、自動販売機等の設置の届出を受理すること。
　　⑵ 　第24条第２項の規定に基づき、届出に係る事項の変更の届出又は使用の廃止の届出

を受理すること。
　　⑶　第26条第１項の規定に基づき、届出済証を交付すること。
　　⑷　第26条第２項の規定に基づき、届出済証の再交付申請を受理すること。
　別表第４の総合振興局等の本庁建設部の分掌事項（石狩振興局、日高振興局、檜山振興局
及び根室振興局に限る。）第４項中第19号を第20号とし、第８号から第18号までを１号ずつ
繰り下げ、第７号の次に次の１号を加える。
　　⑻ 　第９条の４の規定に基づき、建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対

し、必要な指導及び助言をすること。
　別表第５の24の事項中第19号を第20号とし、第８号から第18号までを１号ずつ繰り下げ、
第７号の次に次の１号を加える。
　　⑻ 　第９条の４の規定に基づき、建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対

し、必要な指導及び助言をすること。
　別表第６の職員監、危機管理監、次世代社会戦略監、地域振興監、交通企画監、ゼロカー
ボン推進監、アイヌ政策監、新型コロナウイルス感染症対策監、少子高齢化対策監、観光振
興監、食産業振興監、食の安全推進監及び建築企画監の決裁事項の項中「、ゼロカーボン推
進監」を削り、「新型コロナウイルス感染症対策監、少子高齢化対策監」を「感染症対策監、
子ども応援社会推進監」に改め、「食産業振興監」の次に「、ゼロカーボン推進監」を加え、
同表中
「北海道博物館長の　　副館長　　　　　　　　　　総務部長
　決裁事項
　女性相談援助セン　　副所長　　　　　　　　　　　　　　　を
　ター所長の決裁事
　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「北海道博物館長の　　副館長　　　　　　　　　　総務部長
　決裁事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、

「計量検定所長の決　　副所長　　　　　　　　　　当該事務を所管する課長
　裁事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「女性相談援助セン　　副所長
　ター所長の決裁事
　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　計量検定所長の決　　副所長　　　　　　　　　　当該事務を所管する課長
　裁事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　この訓令は、令和５年６月１日から施行する。

道 人 事 委 員 会 規 則

　管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1450
　　　管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
　管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－267）の一部を次のように改正する。
　別表第１アの表本庁の項中「ゼロカーボン推進監」を削り、「新型コロナウイルス感染症
対策監」を「感染症対策監」に、「少子高齢化対策監」を「子ども応援社会推進監」に、
　　　　　　　　　「食産業振興監
「食産業振興監」を

　ゼロカーボン推進監」
に、「室長（課に置かれる室の長に限る。）」

　「室長（課に置かれる室の長に限る。）
を
　センター所長（課又は室に置かれるセンターの長に限る。）」

に改め、「行政情報セン

ター所長」、「道政相談センター所長」及び「パスポートセンター所長」を削り、同表北方
領土対策根室地域本部の項中
「
副本部長 １種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
「
副本部長 １種
室長 ２種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に改め、同表女性相談援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
助センターの項を削り、同表児童相談所の項の次に次のように加える。

女性相談援助セン
ター

所長　　　　　　　　　 １種　　　　　　　　　
副所長　　　　　　　　 ２種　　　　　　　　　
課長　　　　　　　　　 ５種　　　　　　　　　
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　別表第１イの表本庁の項中「幼児教育推進センター長」を削る。
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1451
　　　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７－405）の一部を次のよ
うに改正する。
　別表第１アの表５級の部中「、女性相談援助センター課長」を削り、「児童相談所主任児童福
祉司」の次に「、女性相談援助センター課長」を加え、同表７級の部中「専門参事、課室長」
の次に「、センター所長（課又は室に置かれるセンターの長に限る。）」を加え、「、道政相談セ
ンター所長、行政情報センター所長、パスポートセンター所長」を削り、「原子力環境センター
所長」の次に「、北方領土対策根室地域本部北方領土対策室長」を加え、「、女性相談援助セン
ター副所長」を削り、「児童相談所分室長」の次に「、女性相談援助センター副所長」を加え、
同表８級の部中「、女性相談援助センター所長」を削り、「中央児童相談所長」の次に「、女性
相談援助センター所長」を加え、「幼児教育推進センター長又は」を削り、同表９級の部中「、
ゼロカーボン推進監」を削り、「新型コロナウイルス感染症対策監、少子高齢化対策監」を「感
染症対策監、子ども応援社会推進監」に改め、「食産業振興監」の次に「、ゼロカーボン推進監」
を加える。
　別表第１クの表６級の部中「心身障害者総合相談所課長」を「衛生研究所主幹又は心身障害
者総合相談所課長」に改める。
　別表第１ケの表６級の部中「看護学院副学院長」を「衛生研究所主幹、看護学院副学院長」
に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則14－84
　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
　管理職員等の範囲を定める規則（北海道人事委員会規則14－１）の一部を次のように改正

する。
　別表知事部局の部本庁の項中「交通企画監　ゼロカーボン推進監」を「交通企画監」に、
「新型コロナウイルス感染症対策監　少子高齢化対策監」を「感染症対策監　子ども応援社
会推進監」に、「食産業振興監」を「食産業振興監　ゼロカーボン推進監」に改め、同部総
合振興局の項中「の課長及び健康推進課主幹」を「の課長」に改め、同部振興局の項中「の
課長及び健康推進課主幹」を「の課長」に、「、課長及び健康推進課主幹」を「及び課長」
に改め、同表教育庁の部本庁の項中「局センター長　課長」を「課長」に、「課室長」を「課
室長　課センター長」に、「組織機構、給与旅費制度又は勤務実績の給与への反映に関する
制度」を「組織機構」に、「医療参事」を「教職員事務課の給与旅費制度又は勤務実績の給
与への反映に関する制度に係る事務を担当する係長及び主査　医療参事」に改め、同表備考
中第３項を削り、第４項を第３項とし、同表備考第５項中「の所長」の次に「をいい、課セ
ンター長とは、課に置かれるセンターの長」を加え、同項を同表備考第４項とし、同表備考
中第６項を第５項とする。
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則16－42
　　　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則 （北海道人事委員会規則16－１）の
一部を次のように改正する。
　別表第１中21の項を23の項とし、13の項から20の項までを２項ずつ繰り下げ、12の項の次
に次の２項を加える。
13　公益社団法人北海道国際交流・協力総合センター
14　一般社団法人北海道消費者協会
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

　北海道職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則23－10

令和５年（2023年）５月31日（水曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第１２号 4



　　　北海道職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則
　北海道職員の退職管理に関する規則（北海道人事委員会規則23－０）の一部を次のように
改正する。
　別表知事部局の項中「交通企画監　ゼロカーボン推進監」を「交通企画監」に、「新型コ
ロナウイルス感染症対策監　少子高齢化対策監」を「感染症対策監　子ども応援社会推進監」
に、「食産業振興監」を「食産業振興監　ゼロカーボン推進監」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年６月１日から施行する。

道 人 事 委 員 会 告 示

北海道人事委員会告示第６号
　昭和48年北海道人事委員会告示第６号（北海道職員の給料表の適用範囲に関する規則に基
づく給料表の適用範囲指定）の一部を次のように改正し、令和５年６月１日から施行する。
　　令和５年５月31日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
　第３項第１号を次のように改める。
　⑴ 　本庁に勤務し地方独立行政法人北海道立総合研究機構における試験研究業務又は調査

研究業務に従事する職員
　第４項第３号中「医師」の次に「又は歯科医師」を加える。
　第５項第６号中「栄養士」を「薬剤師、獣医師、栄養士若しくは臨床検査技師」に改める。
　第６項第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次
の１号を加える。
　⑵　衛生研究所に勤務する保健師等である職員
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